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町からのお知らせ

有
料
広
告

  
７
月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請
等
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
付
・
更
新
時
期
で
す

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
毎
月

の
保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
所
得
が
少
な
い
な
ど
、

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
難
し

い
と
き
は
、「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
制
度
」
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
免
除
（
全
額
・
一
部
）
申
請
と
は

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
、
失
業

等
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
、
保
険
料
が
全

額
免
除
又
は
一
部
免
除
と
な
り
ま
す
。

▽
納
付
猶
予
申
請
と
は

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
そ
れ

ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
の
承
認
期
間
は
、

毎
年
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。
こ
の

た
め
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
て
い
る
方
は

６
月
で
免
除
期
間
が
終
了
し
ま
す
。
引
き
続

き
免
除
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
で
き
る
限

り
７
月
中
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
請

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
不
慮
の
事
態
が
生
じ

た
と
き
に
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
前
年
に
保
険
料
の
全
額
免
除
又
は
納
付
猶

予
が
承
認
さ
れ
、
翌
年
度
以
降
も
継
続
申
請

を
希
望
さ
れ
て
い
る
方

　

全
額
免
除
申
請
は
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
、
納
付
猶
予
申
請
は
、
本
人
・
配

偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
た
め
の
要

件
で
す
。(

所
得
が
57
万
円
を
超
え
る
場

合
、
所
得
の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。︶

　

継
続
申
請
を
希
望
さ
れ
て
い
た
方
で
、

審
査
の
結
果
が
却
下
の
場
合
、
全
額
免
除

や
納
付
猶
予
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
再
度
申
請
を
す
る
こ
と
で
、
一
部

免
除
に
該
当
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

②
新
規
で
免
除
申
請
を
さ
れ
る
方
、
前
年
の

申
請
で
全
額
免
除
・
納
付
猶
予
の
継
続
申
請

を
希
望
さ
れ
な
か
っ
た
方
や
承
認
さ
れ
な

か
っ
た
方

　

①
の
方
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の

所
得
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

な
お
、
退
職
︵
失
業
︶
し
た
方
が
申
請
を

行
う
場
合
は
、雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
・

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
写
し
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

佐
賀
年
金
事
務
所

　

☎
０
９
５
２

－

３
１

－

４
１
９
１

　

福
祉
課　

保
険
年
金
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
４

。

排
水
溝
等
の
点
検
を
装
っ
た
電
話
・
訪
問 

 

に
よ
る「
点
検
商
法
」に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

町
内
で
、
町
よ
り
依
頼
を
受

け
て
排
水
溝
等
の
点
検
を
無
料

で
行
っ
て
い
る
と
い
っ
た
内
容

で
、業
者
か
ら
個
人
宅
に
電
話
・

訪
問
に
よ
る
「
点
検
商
法
」
を

行
っ
て
い
る
不
審
な
事
例
が
発

生
し
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
町
で
は
民
間
業
者
に

委
託
し
、
戸
別
訪
問
に
よ
る
点

検
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

町
が
点
検
等
で
訪
問
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
際
は
、
事
前
に
ご

連
絡
、
周
知
し
た
上
で
訪
問
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご

理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

ま
た
、
町
の
職
員
、
町
の
委

託
業
者
︵
町
が
委
託
を
行
っ
た

場
合
︶
は
、
町
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
等
を
携
帯
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
必
要
で
あ
れ
ば
提

示
を
お
求
め
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
不
審
に
思
わ
れ
た
と

き
に
は
、
住
民
課
く
ら
し
の
安

心
・
安
全
係
又
は
建
設
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

近
年
、
消
費
者
に
関
す
る
被

害
や
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
町
で
は
、
不
当
・
架
空

請
求
や
悪
質
商
法
、
出
会
い
系

サ
イ
ト
に
よ
る
被
害
、
契
約
や

取
引
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
手
続
き
の
た
め
、

消
費
生
活
相
談
員
を
配
置
し
、

無
料
で
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

毎
週
金
曜
日

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

※
祝
日
・
年
末
年
始
、

　

正
午
～
午
後
１
時
を
除
く

▽
場
所　

役
場
２
階

　

２
０
１
会
議
室

※
問
合
せ
先

　

住
民
課　

　

く
ら
し
の
安
心
・
安
全
係

　

☎
８
５

－

８
１
７
１

　

建
設
課　

　

☎
９
２

－

７
９
６
３

▽
お
急
ぎ
の
場
合

　

佐
賀
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
５
２

－

２
４

－

０
９
９
９

︵
受
付
時
間:

午
前
９
時
～
午
後
５
時
︶
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町からのお知らせ

        も と ざ く ら ココ

   デイサービス　 本 桜

鳥栖
　　　　　基山町本桜1673番地98
　　　　　　ＴＥＬ　0942-85-9991 けやき台駅

月極駐車場

歯医者さん
白坂信号

筑紫野 ← ３号線 →

楽しく通って、ちょっと気分転換に、お泊りも

できます。介護が必要な方も大丈夫です。

ご家族もほっと一息しませんか？

有
料
広
告

  
実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
の
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　

町
で
は
、
町
内
の
小
中
学
生
の
保
護

者
へ
実
用
英
語
技
能
検
定
︵
英
検
︶
の

検
定
料
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

▽
交
付
対
象
者

小
中
学
校
に
就
学
す
る
児
童
生
徒
の

保
護
者
で
、
児
童
生
徒
が
町
内
に
住

所
を
有
す
る
方
。

▽
交
付
対
象
及
び
補
助
金
額

令
和
元
年
度
中
に
受
験
し
た
１
回
分

の
英
検
の
検
定
料
を
対
象
と
し
、
補

助
金
額
は
受
験
し
た
１
つ
の
級
の
金

額
と
し
ま
す
。

▽
申
請
方
法

①
塾
や
個
人
で
受
験
す
る
場
合

申
請
書
に
記
入
し
、
受
験
を
確
認
で

き
る
書
類
を
添
え
て
教
育
学
習
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
中
学
校
で
団
体
申
込
み
を
す
る
場
合

学
校
長
が
保
護
者
か
ら
委
任
を
受
け

一
括
申
請
を
行
い
ま
す
。

※
申
請
書
・
請
求
書
は
、
教
育
学
習
課

︵
役
場
２
階
︶、
各
町
立
小
中
学
校
、

基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で

き
ま
す
。

▽
必
要
書
類

・
検
定
料
の
領
収
書
の
写
し

・
合
否
通
知
書
の
写
し

・
申
請
書
及
び
請
求
書

▽
申
請
締
切
日

　

令
和
２
年
１
月
10
日
︵
金
︶

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

教
育
学
習
課　

学
校
教
育
係

　

☎
９
２

－

７
９
８
０

  

基
山
町
ま
ち
づ
く
り
基
金
事
業
に
よ
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

ま
ち
づ
く
り
活
動
団
体
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
非

営
利
活
動
を
行
う
団
体
を
支
援
す
る
た

め
、
補
助
金
を
交
付
す
る
ま
ち
づ
く
り

基
金
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今

年
度
は
、
20
団
体
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

を
支
援
し
ま
す
。

▽
支
援
す
る
団
体

①
新
規
3
団
体

き
や
ま
ニ
コ
ニ
コ
SJ
ク
ラ
ブ
、
15
区

ふ
れ
あ
い
広
場
、N

PO

法
人 
CO

O
L BEAT D

AN
CE  SCH

O
O

L

②
継
続
17
団
体

第
13
区
悠
々
ク
ラ
ブ
、
け
や
き
台
朝

市
実
行
委
員
会
、
手
を
つ
な
ご
う
図

書
館
の
会
、
第
７
区
自
治
会
、
き
ざ

ん
の
守
り
人
、
基
肄
か
た
ろ
う
会
、

オ
レ
ン
ジ
ク
ラ
ブ
基
山
、
き
や
ま
創

作
劇
実
行
委
員
会
、
基
肄
山
歩
会
、

coyori_craft

部
、
基
山
町
勤
労
者

協
議
会
、
朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ

ル
ー
プ
虹
の
会
、
モ
ン
キ
ー
サ
ロ
ン
、

第
15
区
自
主
防
災
会
、
基
山
み
ん
な

元
気
体
操
の
会
、Ａ
ふ
ぁ
み
り
ー
ｓ
、

基
山
職
人
の
会

※
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課　

協
働
推
進
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
５

 

有
害
鳥
獣
の 

  

駆
除
を
行
い
ま
す

　

町
で
は
、
大
豆
な
ど
の
農
作

物
の
播
種
時
期
に
な
り
、
ド
バ

ト
や
カ
ラ
ス
等
に
よ
る
被
害
が

予
想
さ
れ
る
た
め
、
猟
友
会
基

山
支
部
に
委
託
し
て
有
害
鳥
獣

の
駆
除
を
行
い
ま
す
。

▽
実
施
予
定
日
時

　

７
月
21
日
︵
日
︶・
28
日
︵
日
︶

　

午
前
８
時
～
10
時
30
分

▽
駆
除
地
域　

基
山
町
全
域

▽
駆
除
方
法　

銃
器
使
用

※
当
日
は
、猟
友
会
の
方
が「
有

害
鳥
獣
駆
除
実
施
中
」
の
ス

テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
た
車
で
移

動
し
、
駆
除
を
行
い
ま
す
。

※
問
合
せ
先　

   

産
業
振
興
課

　

農
林
業
振
興
係

　

☎
９
２

－

７
９
４
５


